
犬山市産後ケア事業
心身の回復を支援するとともに、育児の悩みに対応するために・・・

犬山市保健センター 電話 （0568）61-1176 （平日午前９時から午後４時まで）

産後ケアの内容
●からだやこころのケア ●赤ちゃんのお風呂などの育児に関する相談

●おっぱいや授乳などの相談 など

問合せ先

利用の申請をする → 保健センターから申請者へ連絡 → 利用可否の決定

・オンラインの申請：左のQRコードから、犬山市HPを経由し申請フォームへ。

PCの場合は犬山市HPトップ画面の検索にページに番号「1006605」を入力し、

申請案内ページより申請フォームへ。

・申請書を使って申請する場合：保健センターに来所または

犬山市HPから申請書をダウンロードし保健センター宛てに提出。（郵送も可）

注）申請は利用希望日の１週間前までです。その他注意事項についてもHPにて要確認。

利用の流れ

宿泊型 通所型 訪問型

対象 産後１年未満の母子

午前１０時～ 午前９時～午後５時のうち、

翌日以降の午後４時 連続した最大３時間

１日　3,000円
（１泊２日で6,000円）

減免

利用日数 ７回まで

※ホテルの場合、利用時間と利用金額が異なります。詳細はHPをご確認ください。

注）利用にあたっての注意事項があります。犬山市HPをご確認の上、申請してください。

委託機関

【犬山市】マザークリニックハピネス

     　        ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス

                 (宿泊型のみ）※

【江南市】江南厚生病院

【小牧市】小牧市民病院（宿泊型のみ）、ミナミクリニック

　　　　　エンゼルレディースクリニック（産後３か月未満）

【岩倉市】大野レディスクリニック（産後３か月未満）

【一宮市】つかはらレディースクリニック

【北名古屋市】おおばやしマタニティクリニック（産後3か月未満）

　　　　　　　すこやか助産院

犬山市が委託する助産師

（助産師の選択は出来ません）

生活保護、市民税非課税世帯の自己負担はありません

産後４か月未満の母子

７日間まで

利用時間 午前１０時～午後４時

料金 １日　2,000円 １回　1,000円


